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要旨

英語のくcivilsociety〉は､16世紀末から使われ始めた言葉である。日本語では通常「市

民社会」と訳されているが、この言葉は本来アリストテレス『政治学ｊにおける「国家共

同体」の訳語として英語に導入されたものであり、１７世紀のホッブズとロックにいたる

まで、この意味で使われた。この言葉の前史と初出時の語義を確認することが、本稿の課

題である。
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1990年代以降、英語圏では「civilsociety」という言葉が社会科学におけるキーワードと

して、新たな意味を帯びて使われるようになった。たとえば、アメリカの政治学者ジーン・

コーエンとアンドリュー・アレイトの定義が、その最も早いものの一つである。「われわれ

はくcivilsociety〉という言葉を、なによりも親密圏（特に家族）から構成される、経済と

国家の間の社会的相互作用の領域、結社（特に自主的結社)、社会運動、公共的コミュニケー

ションの諸形態の領域、という意味で理解している。近代のくcivilsociety〉は自己制度化

と自己動員の諸形態を通して作り出された。それは、社会的区別を安定化させる法律、特に

主体的権利、を通して制度化きれ、一般化された」（CohenandArato［1994]pix)。

ここでは「civilsociety」という言葉を原語のまま示したが、日本語では普通「市民社会」

と訳きれている。たとえば、イギリス労働党政権のブレーンであった社会学者アンソニー・

ギデンスの著書の翻訳から引用してみよう。「健全な社会thegoodsocietyとは､政府､市場、

市民的秩序thecivilorderの間のバランスがとれた社会である。市民的領域を保護し、育成
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することは、「第三の道」政治のきわめて重要な関心事である。たんに国家と市場を対置き

せるだけでは誤りである。信頼と社会的な礼節［という規範一引用者補足］を組み入れた、

安定した市民社会astablecivilsoCietyがなければ、市場は繁栄せず、民主主義の基礎は掘

り崩されるであろう」（Giddens［2000]ｐ､165.187頁)。

もう一つ、イギリスの「開かれた民主主義」の理論家デイヴィド・ヘルドの論文の翻訳か

らも引用してみることにしよう。「公共的な事業についていえば、国だけではなくて官や民

がパートナーシップを組むなど、さまざまな主体によって実行できる。国内開発のための堅

実な政策のためには、幅広い市民社会civilsociety（労働組合、市民グループ、ＮＧＯ［や独

立諸組織independentinstitutions-引用者補足］など）の発展が不可欠である。もち

ろん、経済発展と市民社会の強化をめぐっての対立は発生する。だが自力でこうした対立を

解決できるようにするために､市民社会[原文ではたんに｢諸団体societies｣－引用者注記］

に大幅な自治権を付与する必要がある」（Ｈｅｌｄ[2005］ｐｐｌ３－ｌ４１５頁)。

これらの場合の「civilsociety」を「市民社会」と訳すことがはたして妥当かどうか、と

いうことが現在の私の問題関心なのだが､本稿ではそれを考えるための一つの補助線として、

歴史的に大きく迂回してこの言葉の初出とその際の語義を確認することにしたい。

「市民社会の概念史」に関してはすでに多くの研究がある。日本でもよく利用されてい

るのは、ドイツのヘーゲル研究者マンフレート・リーデルの『市民社会の概念史』（Riedel

[1975]）だが、これは中世のラテン語表現に関する部分に不正確なところが散見されるし、

英語表現の歴史にはふれていない。アメリカの政治学者ジョン・エーレンバーグの『市民社

会一批判的思想史』（Ehrenberg［1999]）も、古代から近代初期にいたる部分は厳密な意

味での概念史になっておらず、私たちの問題関心からすればあまり役に立たない。フランス

の政治学者ドミニク・コラスの『市民社会と狂信主義』（Colas［1997]）がこの点でもっと

も信頼できる概念史的研究だが、英語表現の初出に関しては、残念ながら見落としがある。

それらを補いながら、英語表現の初出と意味を確認することが、本稿の課題である。

2．古代の「国家共同体」

「civilsociety」という英語がラテン語の「societascivilis」の訳語として使われるように

なったものであり、後者はさらにアリストテレス（ApwEo伽１１s,384-322ＢＣ）の『政治学』

に出てくる「,,o航ＬＫ１ｉＫｏｗｃＭｑ」という言葉のラテン語訳であることは、リーデルの研究

などによってすでによく知られている。

アリストテレスの『政治学』では、この言葉は次のような文脈で現れる。「われわれのみ
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るところ、およそ国家''6ALSというものは共同体の一種であり、どんな共同体もなんらかの

善なるものを目的にして組成きれたものである－というのは、万人は万事を善いと思うこ

とのためになすからである－．そうであれば明らかに、すべての共同体はなんらかの善

を目標にするのであるが、それらのうちでも最高の共同体、他のすべてを包括する共同体

は、あらゆる善のうち最高の善のために、最大の努力をもってそれを目指すのである。こ

れが国家と呼ばれるもの、すなわち国家共同体I1KowのviqiIIo航LKnにほかならない」

(Aristoteles［1831］ｌ２５２ａ４頁)。

アリストテレスが「国家＝ポリス」の構成要素として、経済的共同体としての「家＝オイ

コス」を考えていたこともよく知られている。「国家がどんな部分から組成されているかは

いまや明らかであるから、最初に論述しなければならないのは、家政についてである。な

ぜなら、どんな国家も家ciiiK6Sから組成されているからである。ところで、家政の部分は、

ざらに家を組成している部分と対応する。そして家は、完全な形では、奴隷たちと自由人た

ちとから成り立つものである。……家の最初にして最小の部分は、主人と奴隷、夫と妻、父

と子という関係なのである」（ibidl253b､１２頁)。

つまり、アリストテレスが述べているのは、人間が形成する共同体には自然な家族や、奴

隷を含む「家」があるが、ざらに大きな「最高のもっとも包括的な共同体」として存在する

のが「国家」だ、ということである。この「国家共同体」は、対等な人間からなる集団では

ない。それは、自由人の奴隷に対する支配関係と、女‘性に対する男性の支配関係を、当然の

前提として含み込んでいるからである。しかもアリストテレスによれば、それらの支配関係

は人が「生まれ落ちたそのとき」から決定されている自然なものなのである。

支配一般について、アリストテレスはこう説明している。「支配と被支配は、［人間にとっ

て］たんに欠くことができないばかりか、また有益なことでもある。また、あるものの一方

は支配きれるために､他方は支配するために､生まれ落ちたそのときに区別されている。また、

支配者となるものにも、被支配者となるものにも、多くの種類がある。被支配者がいっそう

すぐれていれば、それだけつねに支配はすぐれたものになる。たとえば、動物を支配するよ

りも､人間を支配するほうがいっそうすぐれている。なぜなら､いっそうすぐれたもの[人間］

によって仕事が遂行きれるならば、いっそうすぐれた働きになるからである」（ibidl254a

l5-l6頁)。また、女性に対する男性の支配に関しては、こう説明される。「ざらに、女性に

対する男‘性の関係であるが、自然によって男性は勝り、女性は劣るからして、前者は支配す

る者、後者は支配きれる者である。そしてこの同じ関係がすべての人間に当てはまらなけれ

ばならない」（ibidl254b､１７－１８頁)。

もう一つ確認しておく必要があるが、「国家共同体」とは、国家もまた一つの共同体（人
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問の共同生活の単位）であることを指し示すための表現であって、国家の具体的なあり方を

意味するものではない。後者を表す言葉としてアリストテレスが使うのは「国制＝ポリテイ

ア」である。「国制」とは、「国家のさまざまな公職、とりわけすべてをつかさどる至高の権

威[主権］をもつ公職の秩序ある組織」(ibidl278b・’30頁)だと定義される。そして彼の｢政

治学』の課題は、「最善の国制」とは何かを考えることにあった。「われわれの目的は、でき

るかぎりもっとも理想的に生きる能力をもつ人々にとって、どんな国家共同体がすべてのう

ちで最善のものかを研究することにあるのだから、われわれはその他の国制ｎｏ伽etqをも

－よい法治国家と言われるある国々が採用している国制であれ､また人々によって説かれ、

高い評価を得ているほかの国制であれ－考察しなければならない」（ibidl260h48頁)。

よく知られているように、アリストテレスが想定する「国制」には、単独支配制（王制と

借主制)、少数者支配制（貴族制と寡頭制)、多数者支配制（本来の「国制」と民主制）があ

る。その中で彼が望ましい「最善の国制」と考えたのは、「民主制」（これは多数者の私的利

益を追求するものだとされる）へと逸脱することのない、公共的な自覚をもった多数者によ

る支配制であった。「多数の者が公共の利益を目指して国事に携わる場合は、すべての種類

の国制IIo肺eL⑯ｖに共通した名で「国制IIo伽8ｔα」と呼ばれる」（ibid､l279al33頁)。

さらに言えば､｢最善の国制」は､｢富裕な人々」でも「貧しい人々」でもない「中間の人々」

による統治に基礎をおくべきものであった。「かくて明らかに､国家共同体もまた中間の人々

によって支配されるものが最善なのである。そしてまた中間の層が多数いて、とりわけ両極

端よりも強いならば－もしそれがかなわぬならば、そのどちらかよりも強いならば、そう

いう構成をもつ国家はよい体制のものになる。というのはその重みがいずれかの側に加えら

れるならば､天秤はそちらに傾いて、相反する部分が過激になるのを防ぐからである」（ibid

l295b211-212頁)。

しかし、彼の政体論については、ここでこれ以上詳論する必要はないだろう。

３．中世スコラ哲学によるラテン語への翻訳

アリストテレス『政治学』をはじめてラテン語に翻訳したのは、1260年代、フランドル

の修道士ウイレム・ヴァン・メルベケ（WillemvanMoerbeke,1215-1286）である。

クエンテイン・スキナーの言葉を借りれば、「近代政治思想の基礎を発掘しようとする試

みはすべて、アリストテレスの『政治学』の再発見と翻訳から始める必要がある。そしてそ

の必然的結果は、政治哲学はそれ自体で研究に値する独立の学問分野をなす、という思想の

再現である。メルベケのウイリアムが1250年代初めに『政治学』の最初のラテン語完訳版
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を刊行したとき､彼はアリストテレスが『政治学』第１巻の冒頭で論じている「最高の共同体」

をくcommunicatiopolitica>、つまり政治的共同体と訳出し、こうして「政治学（politica)」

という概念がはじめて普及するのを助けた」（Skinner［1978]vol､2,pp349-350)。

これに関して、コラスはもう少し詳しく、次のように説明している。「『政治学』の知られ

ている最初の翻訳において、ドミニク会の修道士で神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒニ世の

宮廷の学識サークルのメンバーだったメルベケのウイリアムは、〈polis〉の訳語として使わ

れたくcivitas〉とともに、〈koinoniapolitike〉の訳語としてくcommunicatiopolitica〉と

くciviliscommunitas〉を使用した」（Colas［1997］ｐ27)。もっと正確に言えば、メルベケ

は､1260年から1264年頃にかけての最初の部分訳では「communitaspolitica」と訳したが、

1265年の全訳では「communicatiopolitica」と「civiliscommunitas」という訳語を使用

している（ibid.ｐ365)。したがって、「中世においてアリストテレスの『政治学』をはじめ

て翻訳したメルベケのヴイルヘルムは､一貫してくcommunitascivilis>ないしくcommunicatio

civilis〉を用いている（1261年)」（Riedel［1975］Ｓ726-727.21頁）というリーデルの説明は、

訳語に関しても時期に関しても正確とは言えない。

これとほぼ同じ時期に、中世を代表する神学者トマス・アクイナス（ThomasAquinas，

cal225-l274）は、『命題集注解』（1252-56年）で独自にアリストテレス『政治学』の応

用を試みているが、そこで使われている用語は、メルベケの1265年の翻訳と同じである。

｢ある共同体communicatioは自然的なものｎaturalisであり、ある人々が自然的な由来で

共同し、またこの共同体においては父と子と他の血縁者の友誼が形成きれる。ところであ

る共同体は家政的［＝経済的］なものoeconomicaであり、これによると人々が家内的な義

務について相互に共同する。またある共同体は国家的［＝政治的］なものpoliticaであり、

これによると人々は自分たちが同国民concivesであるために共同する。第四の共同体は神

的なものｄivinaであり、これによるとすべての人々が教会という一つの団体unocorpore

Ecclesiaeにおいて、あるいは顕現的にあるいは潜在的に共同する」（Aquinas［1858］lib､３，

dis29,ｑ､１，art､6,CO)。

見られるとおり、ここでは「国家共同体」が「communicatiopolitica」と表現されている。

しかし、『アリストテレス政治学注解』（1268-72年）では、トマスはメルベケの旧訳と同じ

｢communitaspolitica」を使っている。「共同体communitasは何らかの全体であり、あら

ゆる全体においては、自らのうちに他の全体を含む全体が根源的であるという秩序が見い

だされる。……家domusが根源的な全体であることは明らかである。また同様に、他の共

同体を含む共同体はより根源的である。国家civitasが他のすべての共同体を含んでいるこ

とは明らかである。じっさいに家も村vicusも国家に含まれている。そのような国家共同体

２１



294 関西大学『経済論集』第59巻第４号（2010年３月）

communitaspoliticaそのものが最も根源的な共同体である。したがって、すべての人間的

な善のあいだで集約された最も根源的な善が属している」（Aquinas［1971］lihl,lec､１，，３)。

さらにトマスの主著『神学大全』（1265-73年）では、「communitaspolitica」（Aquinas

[1888］１－Ⅱ,ｑ､21,art,４ａｄ３)と｢communitascivilis｣(ibid.ｑ､lOO,art2co)が使われている。

リーデルは、「トマスはこれらの概念と並んで、〈societaspolitica>、〈societaspublica〉の

ほかに、時にはくsocietascivilis〉という表現を用いている」（Riedel［1975］Ｓ727.22頁）

と述べているが､私には確認することができなかった。なお、トマスにとって「communitas

politica」や「communitascivilis」は､｢神の共同体」である教会の下位に位置づけられる「世

俗的」共同体、という意味合いをもつようになっていることを確認しておこう。

4．ルネサンス期以降のアリストテレス受容

1438年には、フィレンツェの人文主義者レオナルド・ブルーニ（LeonardoBruni,1369-

1444）がアリストテレス『政治学』の新しいラテン語訳を出した。これが全ヨーロッパ規模

で大きな影響を与え、メルベケ版をいわば一掃することになる。ブルーニはフイレンツェに

ほど近いアレッツォという町の出身で、1390年代にフィレンツェでギリシア語、法律、修

辞学を学び､1406年にローマ教皇庁に書記官として入るが､１４１５年以後フィレンツェに戻り、

1427年からはフィレンツェ共和国の書記官長を勤めていた人物である（Pocock［1975］ｐ､58.

52頁；Skinner［1978]vol１，ｐ,73)。

ブルーニの翻訳（アレッツォのレオナルドLeonardoAretinoの名で公刊された）の大き

な特徴は、第一に、メルベケが「communicatiopolitica」あるいは「communitaspolitica」

と訳した「国家共同体」を新たに「civilissocietas」（Aristoteles［1962］cols226aff）ある

いは「societascivilis」（ibidcol299a）と訳したこと、第二に、メルベケが「politeia」と

そのまま音訳した「国制」を「respublica」と訳したことである（私が参照した1562年のヴェ

ネツィア版では「respublica」と「republica」という二つの表記が混在している)。

ブルーニが選択した「societascivilis」というラテン語は、「最初キケロによってギリシ

ア語の訳語として採用されたもの」（Riedel［1975］Ｓ727.22頁）であり、ブルーニ自身も『政

治学』の翻訳への「まえがき」で「マルクス・キケロ」に言及している（Aristoteles［1962］

col225a)。よく知られているように、キケロ（MarcusTulliusCicero,lO6-43BC）自身も

ルネサンスの人文主義によって再発見され、復権された思想家であった。ざらに、ブルー

ニが「国制」の訳語として「respublica」を選択したことには、「最善の国制」は「共和制」

という政体だという含意がある。たとえば、原文の「国制が彼ら［市民たち］の共同体にほ
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かならないＫｏｗ⑩viq6，師ｉｖｎｎｏ加eiq｣(Aristoteles[1831］l276a,122頁)という文章を、

ブルーニは「societasveroestrespublica」（Aristoteles［1962］col248a）と訳しているが、

このラテン語文は「共和制こそがまざに社会である」と解することができる。

このようなブルーニの翻訳が表現しているのは、１５世紀のフィレンツェにおける共和主

義的人文主義（civichumanism）の成立である。「政治の概念はpoliticusよりもcivilisの

語で表現きれるようになる。それによってブルーニはギリシアのポリスとローマのキヴイタ

スをひとつの伝統のもとに連結し、さらにそれをフィレンツェの都市国家にまでつなげる。

polｉｓとcivitasとフイレンツェ都市国家とを橋渡しするようなブルーニによるアリストテレ

スのvitaactiva的解釈によって、共和主義と人文主義が連結きせられ、それによってルネ

サンスの都市国家と古典古代がつながり、都市の技術としての政治の概念がルネサンス政治

思想の中心を占めることとなった」（厚見［2004]21-22頁)。

それだけではない。ブルーニが普及きせたこの「societascivilis」という言葉は、１６

世紀の宗教改革にも引き継がれることになる。マルテイン・ルター（MartinLuther，

1483-1546）の宗教改革の最大の協力者であった神学者フイリップ・メランヒトン（Philipp

Melanchthon,1497-1560）もまた1529年にアリストテレス『政治学ｊの注釈を書いており、

その際に使用したブルーニのラテン語訳に従って、「societascivilis」という訳語を使って

いるのである（Melanchthon［1850］col､423.cfColas［1997］ｐｐ・xviii,371)。

メランヒトンは、主著『神学綱要』（1559年版）でも、神学的立場から世俗の政治的

生活と政治的権威の正統性を主張する際に、「国家imperium」の同義語として「civilis

societas」と「societascivilis」を用いている。ここではそれを「国家社会」と訳して引用

してみよう。

「たとえこの［政治秩序は人間理性と自然法に基づくという－引用者補足］見解が真実

だとしても、それは国家社会あるいは国家の原因caussacivilissocietatisseuimperiorum

についていまだ十分に説明していない。というのは、たんに人間の熟慮や実行力だけでは、

けっして優れた法律や国家社会civilissocietasは維持されえないからである。それゆえわ

れわれは、神の命令によってこの秩序が設立され認可されたものであり、また実際神によっ

て支えられているのを知るのである。モーゼの律法のすべてが神の命令についての明確な

証しであり、たとえそれがひとつの民族に提示されたものにすぎないとしても、この政治

的生活vitapoliticaについての神の意志の証しである。他方、道徳律lexmoralisは、適

切に理解されるならば、それ自体まさしく国家社会の秩序ordosocietatiscivilisである」

(Melanchthon［1854］col､991.cfRiedel［1975］Ｓ､732.29頁)。

メランヒトンは、一方では、地上における「神の国」実現を目指すミユンスターの再洗

2３



296 関西大学『経済論集』第59巻第４号（2010年３月）

礼派などを批判して、世俗の国家に従うべきことを主張するのだが（cfColas［1997］ｐ､8)、

他方では、このように自然法的国家論を批判して世俗国家（＝societascivilis）の正統性の

根拠を「神の命令」に求めているのである。いわば中世（トマス・アクイナス）と近代（ト

マス・ホッブズ）の中間に位置するような議論を展開していることがわかる。

こうして１６世紀の半ばまでには、「国家」の同義語である「国家社会」を表現する言葉と

して､アリストテレスの『政治学』に由来する「societascivilis」というラテン語が､広くヨー

ロッパ規模で使われるようになっていた。それがヨーロッパ各国の俗語（国民的言語）に翻

訳されるのは、もう時間の問題である。

5．〈civilsociety〉の出現

アリストテレス『政治学」の翻訳の歴史をていねいに跡づけたコラスによれば、それがは

じめて英語に翻訳されたのは1598年のことである。ただし、それはロア・ル・ロア（Loys

LeRoy,1510-1577）によるフランス語訳からの重訳であった。「1568年に、ギリシア語の

教授であるル・ロアがアリストテレスの『政治学』をフランス語に翻訳し、それについて

の注解を書いたが、その中で彼はこのくsoci6t6civile〉という言葉を使った。……1598年

に彼のフランス語訳が今度は英語に翻訳きれた。そして、私たちが知るかぎりでは、〈civil

society〉という用語が英語ではじめて使われたのは、ここにおいてである」（ibidp,20)。

ル･ロア訳はギリシア語からの翻訳だったが、匿名の訳者によるその英語訳は、表題でル・

ロアによるフランス語訳からの翻訳であることを明記している。「civilsociety」はその中で

｢civillsocietie｣と綴られて現れる。「正義は政治体Common-wealthに相応しいものであり、

国家の統治thegovernmentofaCittieに属している、ということからすれば、法律が国家

社会の秩序theorderofcivillsocietieであることは明らかである」（Aristoteles［1598]ｐ,21．

原文の該当箇所はAristoteles［1831］ｌ２５３ａｌｌ頁。ル・ロアによるフランス語訳の該当箇

所はAristoteles［1568］ｐ､35.cfColas［1997]ｐｐ､20,374.)。

この匿名の訳者は、「国家」をフランス語訳の「cit6」に従って「Cittie」と訳しているが、

他方では、フランス語訳では「politique」と直訳されている箇所（ギリシア語原文は「国

家的‘性格のものｎｏ加LK6v｣）を「政治体に相応しいものfitfbraCommon-wealth」と意訳

している。『オクスフォード英語辞典』によれば、「common-wealth」という言葉は、１５世

紀以来｢公共善publicwelfare,generalgood」という意味で使われていたが､１６世紀には「国

民あるいは国家を構成する人々 の全体thewholebody、政治体thebodypolitic」という意

味の普通の表現になっていた（ＯＥＤ［1989]ｐ574)。ここでは､｢common-wealth」や「city」
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が「civilsociety」とほぼ同義の言葉として使われていることを確認しておこう。

しかしながら、1598年のこの訳書が『政治学』のはじめての英語訳であることは間違い

ないにしても、「<civilsociety〉という用語が英語ではじめて使われたのは、ここにおいて

である」というコラスの断定は正しくない。この言葉は、その５年前の1593年に出版され

た英国教会派の神学者リチャード・フッカー（RichardHooker,1554-1600）の著書『教会

政治法』第１巻の中ですでに使われているからである。

『オクスフォード英語辞典』には「civilsociety」という項目はないが、この辞典は

｢civil」という項目で、この形容詞の第一の意味として「市民に関する、市民に属するofor

belongingtocitizens」を挙げ、その初出例として、1592年のシェイクスピアの戯曲『ロミ

オとジユリエット』から、「市民の血civilbloodが市民の手civilhandsを汚した場合には」

という一節を挙げている。そして､第二の例として､｢1594年」(実際には1593年)のフッカー

の『教会統治法』第１巻第１０章第１０節から、「市民社会ciuillsocietyは、あらゆる私的な

種類の孤立した生活に比べて、いっそう大きな満足を人間の本性に与える｣、という文章を

挙げている（ibid.ｐ､255)。ＯＥＤが引用しているのはここまでだが、この文章は次のように

続く。「なぜなら、社会societyにおいては、相互的な参加というこの善は他の場合よりも

はるかに大きいからである」（Hooker［1989］ｐ､97)。

ここでは「civil」についてのＯＥＤの説明に従う形でフッカーの「ciuillsociety」を「市

民社会」と訳したが、ＯＥＤが挙げる断片的な文章だけでは、彼がこの言葉をどういう文脈

でどういう意味で用いたのかということは理解しようがない。理解の手がかりは、実はこの

文章に先立つ第１０章第４節にある。そこでフッカーは次のように述べているからである。｢す

べての世帯householdにおける最上位の人物は、つねにいわば王であった。だから多数の

世帯が一緒になって国家社会civilsocietyに結合したときには、王たちが最初の種類の統治

者であった（アリストテレス『政治学』第１巻第２章［l252a])」（ibid.ｐ90)。

先に見たように、アリストテレス『政治学』の最初の英語訳が出版されるのは1598年だ

が、フッカーはそれに先だつ1593年に自ら『政治学』の一部を要約しながら翻訳して引用

しているのである。フッカーが『政治学』のどのテクストを使用したのかは確認できないが、

｢civilsociety」はおそらくブルーニ訳の「societascivils」（あるいはル・ロア訳の「soci6t6

civile｣）の訳語である。その直前ではフッカーはこうも述べている。「われわれはみなわれ

われの時代の不正を嘆く。時代が悪いのだから、それは不当ではない。しかし、国家社会

civilsocietiesが存在しないあの時代、まだ公共的統治の様式mannerofpublicregiment

が確立されていないあの時代と、現代とを比較してみよ」（ibidP89)。ここからは、「civil

society」とは「publicregiment」の確立した社会である、ということがわかる。
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しかし、同時に重要なのは、フッカーがここで「国家社会が存在しない時代」と「国家社

会が存在する現代」との比較を試みていることである。アリストテレスの『政治学」には見

られないこのような比較の仕方は、フッカーにおいては「時代」の変化を明らかにして「現

代の国家社会」を擁護するための方法である。しかし、それが、「国家社会」が成立する以

前の人間の生活というものを想定することによって、「国家社会」の存在をいわば歴史的に

相対化していることの意味は重大である。このような比較の方法は、「自然状態」と対比さ

せることによって「国家社会＝国家共同体」の成立の根拠を問う、という１７世紀の社会契

約論の発想を予示するものだと言うことができるだろう。

実際、ちょうど一世紀後に、ジョン・ロック（JohnLocke,1632-1704）は『統治二論』

で次のようにフッカーを評価している。「自然状態のうちにあった人間などは存在しなかっ

たと言う人に対して、私は、まず、賢明なるフッカーの権威をもって対抗しよう。彼は、そ

の『教会政治の法』の第１巻第１０節において次のように述べているからである｣(Locke［1967］

p295.199頁)。それに続けてロックは『教会統治法』第１巻第１０章の次のような文章を引

用している。「われわれは、自分だけでは、われわれの本‘性が要求する生活、すなわち人間

の尊厳にふさわしい生活に必要なものを十分に備えることはできず、したがって、自分ひと

りで孤立して生活しているときにわれわれのうちに生じる欠乏や不完全さを補うことはでき

ないから、われわれは、本性上、他者との交わりと共同関係CommunionandFellowship

とを求めるように導かれるのである。これが、そもそも人々が政治社会PoliticSocietiesへ

と結合した原因であった」（Hooker［1989]ｐ､87)。

フッカーのこの『教会統治法』は、第１巻から第４巻までが1593年に、第５巻は1597年

に出版きれ、さらに第６巻と第８巻は死後出版として1648年に、第７巻は1661年に出版

されたものであり（ibid.ｐ､xxxi)、その主要なテーマは「政治組織としての教会の管理」で

あった。彼は「civilsociety」の他にも、今見たようにそれとほぼ同義の言葉として「politic

society」（pp90,96,130-131)、「publicsociety」（pp90-93,97,117)、「governmentpublic」

(p､89)、「civilgovernment」（pl35)、といった言葉を使っている。つまり、「civil」は「政

治的politic」や「公共的public」とほぼ同義の形容詞として使われているのである。

さらにこういう文章も見られる。「いまやわれわれは国家社会civilsocietyの中に

生きているのだから、われわれがその中で生きている政治体の政府thestateofthe

commonwealthは、食糧に関する一定の法律を必要とするだろう」（ibidpl26)。１５９８

年の『政治学』の英語訳に先んじて、ここでも「国家社会civilsociety」と「政治体

Commonwealth」がほぼ重なり合う同義語として使われていることに注意しておこう。

したがって、ホセ・ハリスが言うように、「<civilsociety〉を英語にはじめて体系的に導
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入したのは、英国教会派の神学者リチャード・フッカーであった」（Harris［2005］pl6）と

いう評価は正当であるが、その概念の内容それ自体は、まだアリストテレス『政治学』の伝

統の枠内にあった、と言わなければならない。

以上のことからわかるように、「civilsociety」という言葉は、アリストテレスの「国家共

同体」の訳語として１６世紀末に英語に導入されたものである。したがって、それを「国家

社会」と訳すことはできても、「市民社会」と訳すことは、現代の私たちにとってはほとん

ど誤訳だと言っていい。たとえば、岩波書店の『広辞苑』では「市民社会」はこう説明され

ているからである。「【市民社会】（civilsociety）特権や身分的支配･隷属関係を廃し、自由・

平等な個人によって構成される近代社会。啓蒙思想から生まれた概念｣。『広辞苑』のこの叙

述は第３版（1983年）からの第６版（2008年）まで基本的に変わっていない。しかし、ア

リストテレスの「国家共同体」は「近代社会」ではありえないし、１６世紀末のイングラン

ドに「啓蒙思想」がまだ存在していないことは言うまでもない。したがって､１６世紀の「civil

society」は、まだ「市民社会」ではないのである。

このようなアリストテレス的語童としての「civilsociety」は、１６世紀末のイングランド

において、イタリアの共和主義的人文主義の言説とともに受容され、急速に普及していった

ように思われる。その証拠となるのが、1599年に出版されたヴェネツイアの共和主義的貴

族ガスパロ・コンタリーニ（GasparoContarini,1483-1542）の著書『ヴェネツイアの為政

者と共和国について』の英語訳である。そこではこう述べられている。

「われわれは古代人の間で何らかの王の主権が存在したということを読んだことがない

し、現代においてもすぐに借主政に転落しなかった王権というものを見たことがない。その

反対側に、繁栄しながら存続し、平和時にも戦時にも栄えた多くの共和国commonwealthes

がある。しかし、大衆multitudeは、何らかの形で一つに結合しないかぎり、それ自体で

は統治するのに適ざない。というのも、何らかの統一体vnitieに含まれないならば、大衆

は存在できないからである。それゆえ、大衆がある程度の理性によって一つにならないな

らば、国家社会ciuillsociety（それはある種の統一vnityに存する）は解体するであろう」

(Contarini［1599］ｐ13.cfPocock［1975]ｐ､325.274頁)。

興味深いことに、ここで「ciuillsociety」と訳されている言葉は、コンタリーニの著書

のラテン語原文では、たんに「societas」である。原文の「国家に関わる事柄quadere

civilisにおいて……ある種の統一を作り出している社会societas」（Contarini［1543］ｐ11．

cfPocock［1975］ｐ,325.注123頁）が、「ある種の統一に存する国家社会ciuillsociety」と

訳されているのである。つまり、この英訳者ルイス・ルークナー（LewesLewkenor,d

l626）にとって、「civilsociety」という言葉はすでに自分自身の用語としてあった、と考え
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ることができる。そして、それは「統治のために統一した大衆からなる政治体」を指示する

言葉として､｢国制」としての「共和国Commonwealth」に引きつけて使われているのである。

ちなみに、「multitude」という言葉も、アリストテレスの『政治学』における「多数の者

血fieoS」に対してブルーニが与えた訳語「multitudo」（Aristoteles［1962］ｃo1.252a）に

由来する。すでに見たように､｢多数の者が公共の利益を目指して国事に携わる｣(Aristoteles

[1831］1279a､133頁）のがアリストテレスにとっての「最善の国制」だったが、ブルーニ

訳に従えば「multitudo」が統治する「国制」は「respublica」であり、コンタリーニの文

章は明らかにそれをふまえている。ルークナーの翻訳はそれを、「<multitude〉の統一に存

するくcivilsociety>」が「commonwealth」だと表現しているのである。アリストテレス的

語棄が重層的に普及していく、その様子がよくわかる。

６．１７世紀の展望

１６世紀に英語に入り込んだ「civilsociety」という言葉は、その後そのような歴史をたど

るのだろうか。ここでは１７世紀の用語例を確認するにとどめたい。社会契約論の思想家と

して有名なトマス・ホッブス（1588-1679）の場合である。日本における「市民社会論」の

源流に位置する高島善哉（1904-1990）は1941年に、「市民社会（civilsociety）という言葉

はホッブズ以来イギリスではしばしば使用されているが、それが一つの観念として何を意味

するかについては必ずしも明らかではない」（高島［1998］122頁)、と書いた。以下は、そ

れに対する一つの解答にもなるはずである。

ホッブズは､1640年の著書『法の原理」で､人々 の「信約covenant」によって成立する「政

治体」を意味するものとして、「civilsociety」という言葉を使っている。「このように形成

されたこの結合体unionは、われわれが今日では政治体あるいは国家社会abodypolitic,or

civilsocietyと呼ぶものである。そしてギリシア人たちはこれを「国家,,伽S｣、すなわち都

市国家ａcityと呼ぶが、それは共通の権力によって、彼らの共通の平和、防衛および利益の

ためにひとつの人格として統合された多数の人々amultitudeofmenであると定義されて

よい」（Hobbes［1994]ｐ・lO7)。

ここでは「civilsociety」が「n曲S」や「city」と同義の「政治体bodypolitic」を指す

ものであり、それは「multitude」の結合によって成立する「統一体union」であることが

明言されている。前節末で引用したコンタリーニの著書の一節と見比べれば、二つの文章の

類似'性は明らかだろう。ホッブズも、少なくとも用語法においては、アリストテレス的伝統

とイタリア人文主義の伝統の延長線上にいるのである。
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ホッブズは、これとほぼ同じ文章を1642年のラテン語の著書『市民論』でもくり返して

いる。「さて、このようにして作られた合一ｖｎｉｏは、「国家ciuitas」もしくは「市民社会

societasciuilis」と呼ばれる。これはまた「公共的人格personaciuilis」とも呼ばれるが、

その理由は、全員の意志が一つであるとき、それは一個の人格とみなされるべきであり、ま

た国家はそれ自身の権利と財産を持つので、一つの名によってすべての個々人から区別・識

別されるべきだからである。したがって、誰かある市民ciuisも、それらを一緒にした全員

も、（その意志が全員の意志を代表している者を除けば）国家とみなされるべきではない。

それゆえ、（私たちの定義するような）「国家」とは一個の人格であり、その意志は複数の

人々の約定によって彼ら全員の意志とみなさなければならず、その結果国家は、個々人の実

力と能力を共同の平和と防衛のために用いることができるのである」（Hobbes［1983］Ｐ134.

123-124頁)。ここでも「societascivilis｣は｢civitas｣の同義語であることが明示されている。

ホッブズの「civilsociety」は、あくまでもアリストテレス的意味での「国家共同体」なの

である。

しかし、思想史におけるホッブズの位置は、たんにアリストテレス的伝統とイタリア人文

主義の伝統の継承者ということにあるのではない。１７世紀におけるホッブズの思想史的意

義は、むしろこの伝統の切断者だというところにある。そもそも『法の原理』も『市民論』

も、その重要な課題の一つはアリストテレス批判なのである。たとえば、『法の原理』でホッ

ブズは、人間は「生まれ落ちたそのとき」から不平等だというアリストテレスの前提を、

次のように批判している。「どちらがより良い人間かという問題は、統治と政治の状態the

estateofgovernmentandpolicyにおいてのみ決定されうる。とはいえ、それは、ある人の

血統は自然によって他の人の血統より良いものだと考える無知な人々によってだけでなく、

その意見が現在もこれらの部分で他の誰の著作よりも大きな権威をもっている人間（アリス

トテレス）によってもまた､自然の問題だと誤解されているけれども」(Hobbes［1994]ｐ,93)。

それだけではない。そもそもホッブズの「戦争状態」としての「自然状態」論そのものが、

アリストテレス批判なのである。『市民論ｊはこう述べている。「公共体Rebuspublicisに

ついて何事かを著述した人々の大部分は、人間が社会的結合Societatumに適するように生

まれついた動物、すなわちギリシア人たちのいわゆる「国家的動物ZqjovIIo航LK6v」であ

ることを前提、要求もしくは要請し、この土台の上に国家学説doctrinacivilisを構築して

いる。それはあたかも、平和の保持と全人類の統治のためには、人々が何かある約定と協定

pacta＆conditionesに合意しさえすれば、それ以外のことは何も必要ないかのようであっ

て、そのさい、かの著述家たちはすでに、この協定のことを法と呼んでいる。しかしこの公

理は、非常に多くの人々によって受け入れられてはいるが、偽であって、人間本性について
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のあまりにも軽率な考察に由来する誤謬である」（Hobbes［1983]ｐ､90.31-32頁)。

よく知られているように、人間は「どんなミツバチの種よりも、どんな群棲的な動物より

も、いっそう国家的動物ｎｏ加LK6v弾ovである」（Aristoteles［1831］l253a､９－１０頁）と

述べたのは､アリストテレスであった。ホッブズは､｢自然状態」にある人間は「国家的動物」

ではない、と批判しているのである。

それに加えて、「civilsociety」という言葉の伝統的用語法そのものからの切断を表現した

のが、ホッブズの１６５１年の主著『リヴァイアサン』であった。社会契約論の論理的構成と

いう点では、『リヴァイアサン』も『法の原理』や『市民論』と大きく異なるわけではない。

しかし、先に引用したこの二つの著作の「国家社会」形成論に対応する箇所は、『リヴァイ

アサンｊでは次のように述べられている。

「共通権力を樹立するための唯一の道は、人々のすべての権力と強ざを一人の人に与える

か、あるいは多数決によって自分たちのすべての意志を一つの意志にまとめることができる

一つの合議体に与えることである。それは言い換えれば、一人の人あるいは一つの合議体を

任命して自分たちの人格を担わせ、そして、そのように各人の人格を担う者が、共通の平和

と安全に関する事柄について行為したり行為させたりするあらゆることを、各人は自己のも

のとし、自らがその本人であることを承認するということである。……これが行われると、

一つの人格に統一きれた群衆Multitudeは、国家Common-wealth、ラテン語ではキウイタ

スCivitasと呼ばれる。これがあの偉大なリヴァイアサンの生成である」（Hobbes［1996］

p・'20.（２）32-33頁)。

ここではもう「civilsociety」という言葉は使われていない。その代わりに「civitas」

の同義語として現れるのが「Common-wealth」である。1649年１月に国王チャールズ

－世を処刑した独立派の議会は、同年５月に「イングランド共和国theCommonwealth

ofEngland」を宣言した。したがって、1651年という時点で「civilsociety」に代えて

｢Commonwealth」という言葉を選択したことの意味は深長である。実際に、1642年の

『市民論』では、「最も絶対的な君主制Monauchiaabsolutissimaこそはあらゆる国家体制

statusの中で最善のものである」（Hobbes［1983］ｐ､180.214頁）と明言していたホッブズ

が、『リヴァイアサン』では、今見たように、絶対的権力を「一人の人」だけでなく、「一

つの合議体」に与えることも認めているのである。「civilsociety」から「Commonwealth」

への言い換えも、同じように「共和国」への歩み寄りの表現なのかもしれないが、それだけ

ではない。

実際には、「civilsociety」という言葉が『リヴァイアサン」ではいつ言い使われていない

わけではない。教会権力を論じた第38章には、「市民社会CivillSocietyの維持は正義に依
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存し、そして正義は国家Common-wealthの主権を持つ人々の手中にある、生と死および

その他のそれより小さな諸賞罰の権力に依存するのであって、主権者以外の誰かが、生命

より大きな報酬を与え、死より大きな処罰を課する権力を持つところでは、国家が存立す

ることは不可能である」（Hobbes［1996］ｐｐ､306-307.（３）135頁)、という文章がある。し

かし、この場合の「civil」には、教会とは区別きれる「世俗の」という意味合いが含まれて

いると思われる。続く第39章ではこの形容詞が次のように使われているからである。「教

会Churchとは、一人の主権者の人格において統一されたキリスト教への信仰を告白する

人々の一団である。……教会はキリスト教徒の人々からなる世俗の国家aCivilCommon‐

wealthと同一のものであって、それに従う者が人間である場合に世俗の国家aCivillState

と呼ばれ、それに従う者がキリスト教徒である場合に教会と呼ばれるのである」（ibid

pp321-322.（３）166-167頁)。そして、これ以後ホッブズが「civilsociety」という表現を使

うことはない。

こうして『リヴァイアサン』では｢Common-wealth｣が｢国家｣を表現する基本的用語となっ

た。しかし、「共和国」はその後まもなく崩壊し、イングランドは１７世紀のうちに王制復古

と再度の革命を経験することになる。そしてその革命に関与した社会契約論の思想家ロック

が、1690年の『統治二論』の中で今一度だけ「civilsociety」を「Commonwealth」と同義

の「国家社会」を意味する言葉として使用することになる。「すでに述べたように、人間は

すべて生来的に自由で平等で独立した存在であるから、誰も自分自身の同意なしに、この状

態を脱して、他者のもつ政治権力に服することはできない。したがって、人々が自分の自然

の自由を放棄して政治社会CivilSocietyの拘束の下に身を置く唯一の方法は、他人と合意

して、自分の所有権と、共同体Communityに属さない人に対するより大きな保障とを安全

に享受することを通じて、互いに快適で安全で平和な生活を送るために、一つの共同体に加

入し結合することに求められる」（Locke［1967]ｐｐ､348-349.266頁)。

しかし、ロックもまたこれ以外の箇所では、「civilsociety」ではなく、その同義語として

むしろ「politicalsociety」や「Commonwealth」をもっぱら使用している。「明示的な取り

決め、明白な約束と契約とによって政治的共同体Commonwealthに実際に入ること以外に、

人を政治的共同体の臣民あるいは成員にすることができるものはないのである。これこそが

政治社会PoliticalSocietiesの起源に関して私が考えているものであり、人をある政治的共

同体の成員にする同意というものにほかならない」（ibidp､367.286頁)。ざらに別の個所で

は、「Political,orCivilSociety」（ibid.Ｐ343.258頁）という表現もある。

もちろん、「イングランド共和国」の崩壊を経験した後となっては、そして革命によって

立憲君主制を確立させようとしている時点では、ロックは、次のようにつけ加えるのを忘れ
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てはいない。「ここで私が政治的共同体Commonwealthという言葉によって意味している

のは、民主制Democracyその他の統治Governmentの形態のことではなく、ラテン人がキ

ウイタスCivitasという言葉で表現した独立の共同体Communityのことであると理解して

いただかなければならない。われわれの言葉でこれにもっともよく当てはまる用語はコモン

ウェルスであって、これは、コミュニティとかシティとかいった言葉では表現しえない人間

の社会aSocietyofMenを表すのに最適のものである。なぜなら、一つの統治のなかに従

属的なコミュニティが存在することもありうるし、またわれわれの問で言うシティは、コモ

ンウェルスとはまったく異なった概念にほかならないからである」（ibidp､373.295頁)。

こうしてアリストテレス的語棄としての「civilsociety」は、イングランドではホッブズ

やロックを終着点としてしだいに消失していき､｢国家＝政治共同体Commonwealth」に取っ

て代わられていく。次に同じ「civilsociety」という言葉が新たな意味あいを帯びて使われ

ているように見えるのは、１８世紀のことである。それがはたして『広辞苑』が定義したよ

うな意味での「市民社会」であるのかどうか、それが次の問題となるだろう。

参考文献

Aquinas,Thomas､1858.Ｓｂ７･'P虹、S叩eγＳｅｍ”伽s・TbxtumParmae、

－１９７１.Se7zte"〃α肋”ＰりZ伽ＣＯ7,2”2.TbxtumLeoninumRomae、

-1888.8Ｍｍｍα仇eojogfae､TbxtumLeoninumRomae・

Aristoteles､1831.Apl,oToT6AIlSⅡo伽LKd,in:Ａ”stotejesGmece,exrecensionelmmanuelisBekkeri，

ediditAcademiaRegiaBorussica,VblumenAlterum,Berolini,牛田徳子訳『アリストテレス政治学』

京都大学学術出版会、2001年

-1562＝1962.AristotelisPoliticorumlibriOcto,LeonardoAretinointerprete,in:Ａ両StoteZjS叩ｅｍ”ｍ

ＡＵｅγｍｊｓｃｏ畑ｍｅ７ｚｔａ両js,TbrtiumVblumen:librimoralemtotamphilosophiamcomplectentes,Venetiis

ApudJunctas,1562.Nachdruck,FrankfurtamMain:Minerva.［この本は見開き二頁の左側頁にだけ

数字が付されており、右側頁にはページ付けがない。そこで、左側頁はページ付け数字の後に「a｣、そ

の右側頁は左側頁の数字の後に「b」を付けて表記する｡］

－１５６８.ＬｅｓＰりJ伽肌esdlA”stote，ｅｓ“e"ｅｓｅｓｔｍｏ?zst”ｅＪａｓｃｊ”ｃｅｄｅ９ｏ拠りe7,78eγZege7zme〃"、αz”ｅ７ｚ

ｔｏ呪teseSPeced耐ats伽城Ｃｓ,traduitsdeGrecenFranCoisparLoyｓｌｅＲｏｙうditRegius､Paris:Michel

deVascosan、

-1598.Ａγ畑oteJesPり伽仙eS,ｏγDfsco呪γsesQ/･GoUemme7zt.Ｔｹ1CmSZa剛０呪tQ/･Gme伽伽to〃emZ,”肋

ｅ叩Cs伽o7zstaAce7zO伽Q/WZebesta伽伽7窓,Spe伽吻ｏ"tQ/、Ａ”s航Ze伽mse塊α伽ｏ"tq/PZato,ＣＯγ1〃７℃d

togetﾉZeγ”ﾉzemeoccasjO”Ｑ/､、α"eγt”α剛QrbZ/仇ｅｍｂＯ仇伽〃Ｑj61℃γ施啄ＣりれCeγ、叩仇ｇｂｅｇ伽zf叩，

Ｐｍｃｅ剛叩,α伽Ｇ２'ceZ伽ＣＺｅｑ/,c伽Ｊｅｇｏ"e7,72ｍｇ"t,ｂｙＬｏｙｓＬｅＲｏｙうcalledRegius,translatedoutof

FrenchintoEnglish・London:Adamlslip・

Cohen,ＪｅａｎＬ・andAndrewArato､1994.α伽Soc伽Z/α"ｄＰりZ伽CaZmeo剛,Cambridge,Massachusetts：

ＭＩＴPress・

Colas,Dominique､1997.αⅧＳりcj”αｍＦ加伽cjsm､Ｃｂ”o伽edHZsZow,translatedbyAmyJacobs，

3２



16世紀の「市民社会」－〈civilsociety〉という用語の初出と語義について－（植村） 305

StanfbrdUniversityPress.［Colas,ＬｅＧＺａ伽etje阿勿別.Ｇ勿如MedeJasocj伽c伽Jeet伽血"伽Ｓｍ,e，

Paris:Grasset,1992.の英訳だが、原書が「soci6t6civile」というフランス語表現の系譜学であるのに

対して、英語版は「civilsociety」の成立史をも含める形で大幅に改訂されたものである。ここでは英語

版を利用した｡］

Contarini,Gasparo､1543.DejVtu9I畑、肋拠ｓｅｔＲ印肋伽aV1972eto”、,Paris、

-1599.ｍｅＣＤ加加o"”eα肋α"ｄＧｏＵｅｍ加帥ｔｑｎ/切zjce,writtenbytheCardinallGasperContareno

andtranslatedoutofltalianintoEnglishbyLewesLewkenor,London,imprintedbylohnWindetfbr

EdmundMattes・

Ehrenberg,John､1999.αⅧ８りc畑Z/､meC7､j伽ａｊＨ畑o7Z/Q/､α”肋α,NewYbrkUniversityPress,吉田傑

俊監訳『市民社会論一歴史的・批判的考察』青木書店、2001年

Giddens,Anthonyも2000.me肋州WtUZ/α"伽tS伽伽s,Cambridge:PolityPress・今枝法之･千川剛史訳『第

三の道とその批判』晃洋書房、2003年

Harris,Jos6、2005．FromRichardHookertoHaroldLaski：ChangingPerceptionsofCivilSocietyin

BritishPoliticalThought,LateSixteenthtoEarly'IWentiethCenturies,in:Jos6Harris（ed.），αⅧ

Soc伽Zﾉ伽Ｂγ伽sﾉzHIsto剛.meａｓ,ｍｅ加州es,〃s如拠伽７８s,OxfbrdUniversityPress・

Held，David、２００５．Globalization：ｔｈｅｄａｎｇｅｒｓａｎｄｔｈｅａｎｓｗｅｒｓ，ｉｎ：ＤａｖｉｄＨｅｌｄｅｔａｌ,Debat伽ｇ

ＧＺｏＭ伽伽",Cambridge:PolityPress､猪口孝訳『論争グローバリゼーシヨン』岩波書店、2007年

Hobbes,Thomas､1640=1994.ｍｅＥＪｅｍｅ７ｚｔｓＱ/､Ｌα”Ｍｕ如剛α側Ｐりj伽c､Ｈ伽zα”Ｍｕ”ｍｅａｍＤｅＣｂ叩０７．ｅ

ＰｂＺ伽ＣＯ,editedwithanlntroductionbyJ・ＯＡ､Gaskin,OxfbrdUniversityPress，

－１６４２＝1983．ＤｅＣ伽e・TheLatinVersionentitledinthefirsteditionEjeme”to”畑ＰﾉZ伽s叩加ａｅ

Ｓｅｃ伽Ｚ197．tjadeCjUeandinlatereditｉｏｎｓＥＺｅｍｅｍａＰﾉ､伽S叩脱ｃａｄｅａＵｅ,acriticaleditionbyHoward

Warrender,Oxfbrd:ClarendonPress,本田裕志訳『市民論』京都大学学術出版会、2008年

-1651=1996.Ｌ剛α伽泥,editedbyRichardTuck,CambridgeUniversityPress､水田洋訳『リヴアイア

サン』（全４冊）岩波文庫、1982～1992年

Hooke鴎Richard､1989.Ｑ/Ｗ８ｅＬα"sq/･Eccjes伽t伽J剛吻,Bookl,editedbyArthurStephenMcGrade，

CambridgeUniversityPress・

Locke,John､1967.町ｏＴｹ9e”ｓｅｓｑ/・ＧｏＵｅｍｍ”t,acriticaleditionbyPeterLaslett,２.ｅｄ.，Cambridge

UniversityPress､加藤節訳『統治二論』岩波書店、2007年

Melanchthon,Philipp、1850.InPoliticaAristotelis,ｉｎ:助況加脚MgJα"伽肌ｓＯＰｅｍ仰ａｅｓ叩eγ”"ｔ

ｏｍｍａ,Ｃｂ叩呪ｓＲ伽γwzatomm,volumenXVI,HalisSaxonum:Ｃ・ASchwetschke

-1854・Locitheologicicollecti,ｉｎ:ＰﾉZ伽仰ｊ伽Jα"伽加ｓＯＰｅγα“αｅｓ叩e汚”ｔｏ、畑α,ＣＯ叩況ｓ

Ｒ伽？｡、αto皿､,,volumenXXI,Brunsvigae:Ｃ,ASchwetschke・

ＯＥＤ､1989.0‘Wb剛Ｅ７０ｇ"ShDjC伽"α剛,２.ｅｄ.,Vbl､3,Oxfbrd:ClarendonPress

Pocock，ＪｏｈｎＧ.Ａ、１９７５．肋eMZuc脱ａＵｅ脱α”Ｍｏｍe"t・例oγe7zt伽ｅＰＯＺ伽Ｃａｊｍｏ叩脱α"ｄ仇ｅＡ伽”伽

Rep肋J伽”Ｔｹn.伽o",PrincetonUniversityPress・田中秀夫他訳『マキャヴェリアン・モーメント』名

古屋大学出版会、2008年

Riedel,Manfred､1975.Gesellschaft,biirgerliche,in:Ges伽ＣＭ伽ｅＧ畑伽be”j6fi9､脳sto”ＳｃﾉZesL伽化o”

ｚ”ｐｏ伽Ｓｃﾉ２－s卿α伽ＳｐｍｃﾉＺｅ伽Ｄ”tsc伽伽,hrsg,vonOttoBrunner,WernerConzeundReinhart

Koselleck,Ｂｄ２,Stuttgart:Klett･Cotta､川上倫逸・常俊宗三郎編訳『市民社会の概念史』以文社、１９９０

年

Skinner,Quentin,1978.Ｔｈｅ肋秘"伽jo"sQ/,肋ｄｅｍＰり伽cajT7Zo叩脱,２vols,CambridgeUniversity

Press・

厚見恵一郎.2004「フィレンツェ人文主義と共和主義一サルターティからブルーニヘ｣、『早稲田社会科学

総合研究』第４巻第３号

高島善哉.1998.『経済社会学の根本問題』（日本評論社、1941年)、『高島善哉著作集』第２巻、こぶし書房

3３


